
 

墨田区建設工事総合評価競争入札実施要綱 

平成２８年２月２４日 

２７墨総契第１０４０号 

改正 令和元年９月２４日３１墨総契第５３４号 

令和３年８月１２日３墨総契第２５１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１

８号）に規定する基本理念等を踏まえ、公共工事の品質確保を図るため、墨田区が

発注する建設工事の請負契約について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の１０の２第１項の規定により、価格その他の要素を総合的に評価

して落札者を決定する入札（以下「総合評価競争入札」という。）を行うに当たり

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規

則第１１号）の例によるほか、次に定めるところによる。 

⑴ 公告日等 地方自治法施行令第１６７条の６第１項の規定による公告又は墨田

区希望型指名競争入札実施要領（平成６年３月２日５墨総契第４６６号）第４条

の規定による公表の日（同要領に基づく希望型指名競争入札以外の指名競争入札

の場合にあっては、指名通知の発出日）をいう。 

⑵ 工事成績点 墨田区工事成績評定要綱（平成１５年３月２８日１４墨総契第６

２６号）第６条第３項の墨田区工事成績評定報告書に記録された総合評定点をい

う。 

⑶ 完成工事 当該総合評価競争入札の公告日等の属する年度及びその前（当該公

告日等の属する月並びにその属する月の前月及び前々月を除く。）に工事の完成

に係る検査（以下「検査」という。）に合格した建設工事のうち、当該総合評価

競争入札の発注業種と同一の業種により墨田区が発注したものをいう。 

⑷ 主任技術者 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第１項に規定す



 

る主任技術者をいう。 

⑸ 監理技術者 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。 

⑹ １級技術者 建設業法第１５条第２号イに該当する者をいう。 

⑺ １級技士補 建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者のうち、同法第

２７条第１項の規定による技術検定の１級の第一次検定に合格し、かつ、１級技

術者以外のものをいう。 

⑻ ２級技術者 建設業法第２７条第１項の規定による技術検定その他の法令に規

定する試験に合格することによって直ちに同法第７条第２号ハに該当することと

なるものに合格した者及び法令に規定する免許（免状の交付を含む。）を受ける

ことによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者のうち、１級技

術者及び１級技士補以外のものをいう。 

⑼ その他の技術者 建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第１５条第

２号ハに該当する者のうち、１級技術者、１級技士補及び２級技術者以外のもの

をいう。 

⑽ 建設工事の種類 建設業法別表第一上欄に掲げる建設工事の種類をいう。 

⑾ 同種工事 建設業法上の許可業種が当該工事に係る建設工事の種類と同じもの

としてコリンズ（一般財団法人日本建設情報総合センター工事実績情報システム

をいう。）に竣工登録された工事（請負金額が当該総合評価競争入札の予定価格

以上の額で登録された工事に限る。）をいう。 

（対象工事等） 

第３条 総合評価競争入札の対象となる工事は、原則として予定価格４，０００万円

以上の建築工事とする。ただし、墨田区建設工事に係る共同企業体の運用に関する

要綱（平成３０年３月７日２９墨総契第１０９３号）の規定により特定建設工事共

同企業体（以下「共同企業体」という。）に施行させる工事については、この限り

でない。 

２ 契約担当者は、予定価格４，０００万円以上の建築工事（前項ただし書に規定す

る工事を除く。）であっても、総合評価競争入札を実施することが適当でないと認



 

めるときは、指名業者選定委員会（墨田区指名業者選定委員会設置要綱（昭和５０

年４月２日５０墨総財発第５８号）第１条の規定により設置された墨田区指名業者

選定委員会をいう。）の審議を経て、総合評価競争入札を実施しないことを決定す

ることができる。 

（参加の制限） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該総合評価競争入札に参加すること

ができない。 

⑴ 受注した建設工事について、検査が不合格となったことがある者 

⑵ 第１０条に規定する工事成績評価点の算定の基礎となる工事成績点のうち、直

近に検査に合格した工事（当該公告日等の属する月並びにその属する月の前月及

び前々月に検査に合格した工事を除く。）に係るものが６０点未満である者 

（学識経験を有する者への意見聴取） 

第５条 次条から第１６条までに定める落札者決定基準を変更しようとするときは、

あらかじめ、２人以上の学識経験を有する者から当該変更に当たり留意すべき事項

について意見を聴かなければならない。 

２ 前項の落札者決定基準を適用することができない工事について、落札者の決定に

係る基準を個別に定めようとするときは、２人以上の学識経験を有する者から意見

を聴かなければならない。 

（落札者の決定方法） 

第６条 総合評価競争入札の落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込

みをした者のうち、次条に規定する総合点が最も高い者とする。ただし、当該総合

評価競争入札についてあらかじめ調査基準価格を定めた場合であって、総合点が最

も高い者（当該者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがある場合における当該者の次に総合点が高い者を含む。第３項において同

じ。）の入札価格が当該調査基準価格を下回るときは、その者による契約の内容に

適合した履行の可能性等について調査を行った上で落札者を決定する。 

２ 前項の規定による落札者の決定に当たって、落札となるべき総合点を得た者が２



 

人以上あるときは、くじにより、当該総合点が最も高い２人以上の者のいずれかを

落札者に決定する。 

３ 第１項ただし書に規定する調査（総合点が最も高い者の入札価格によってはその

者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合

の調査に限る。）の方法等については、墨田区低入札価格調査要綱（平成１５年３

月２８日１４墨総契第６２５号）の例による。 

（総合点の算定方法） 

第７条 総合点は、価格点及び施工能力等評価点の合計とする。 

（価格点の算定方法） 

第８条 価格点は、１から入札価格を予定価格で除した数を控除した数に１００を乗

じて得た数とする。ただし、算定の結果が３３を超える場合は、３３点とする。 

（施工能力等評価点の算定方法） 

第９条 施工能力等評価点は、次に掲げる評価項目について、次条から第１６条まで

に定めるところにより算定した点数の合計とする。 

⑴ 工事成績評価点 

⑵ 施工実績点 

⑶ 設置技術者資格点 

⑷ 設置技術者実績点 

⑸ 営業拠点所在地点 

⑹ 災害協定点 

⑺ 地域団体加入点 

（工事成績評価点の算定方法） 

第１０条 工事成績評価点の点数は、別表左欄に掲げる工事成績点の平均の区分に応

じ、それぞれ同表右欄に定める点数とする。 

２ 前項の工事成績点の平均は、当該者が施行した完成工事（契約金額が１３０万円

以下の工事を除く。以下「成績対象工事」という。）のうち、直近に検査に合格し

た３件の工事（成績対象工事が２件のみ存在する場合にあっては、当該２件の工事）



 

に係る工事成績点の相加平均とし、成績対象工事が１件のみ存在する場合は当該工

事に係る工事成績点とし、成績対象工事が存在しない場合は６０点とする。 

３ 前項の規定により工事成績点の平均を求めるに当たり、同じ日に検査に合格した

成績対象工事があるときは、これらの工事のうち工事成績点の高いものから順に、

現在に近い時点で検査に合格したものとみなす。 

４ 工事成績評価点の算定の基礎となる工事成績点には、共同企業体の構成員として

施行した工事に係る工事成績点を含むものとする。 

（施工実績点の算定方法） 

第１１条 施工実績点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点

数とする。 

⑴ 当該総合評価競争入札の予定価格と同額以上の請負代金により契約を締結した

完成工事を施行した実績を有する場合 ５点 

⑵ 完成工事（当該工事の契約に当たり定められた契約金額が１３０万円以下の工

事を除く。以下同じ。）を２件以上施行した実績を有する場合（前号の場合を除

く。） ４点 

⑶ 完成工事を施行した実績を有する場合（前２号の場合を除く。） ３点 

⑷ 完成工事を施行した実績を有しない場合 ０点 

２ 共同企業体の構成員として完成工事を施行した実績を有する場合における前項第

１号の規定の適用については、次の各号に掲げる当該共同企業体の形態の区分に応

じ、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 共同施工方式 前項第１号中「請負代金」とあるのは、「請負代金（当該完成

工事に係る契約金額に当該者の出資割合を乗じて得た額をいう。）」とする。 

⑵ 分担施工方式 前項第１号中「請負代金」とあるのは、「請負代金（当該完成

工事に係る当該者の分担工事の価格をいう。）」とする。 

（設置技術者資格点の算定方法） 

第１２条 設置技術者資格点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める点数とする。ただし、複数の資格を持つ場合には、上位の資格１つについての



 

み評価する。 

⑴ 当該工事に設置する主任技術者又は監理技術者（以下「設置技術者」という。）

が、当該工事に係る建設業（当該工事に係る建設工事の種類に応じた建設業法別

表第一下欄に掲げる建設業をいう。以下同じ。）について、１級技術者である場

合 ３点 

⑵ 設置技術者が、当該工事に係る建設業について、１級技士補である場合 ２．

５点 

⑶ 設置技術者が、当該工事に係る建設業について、２級技術者である場合 ２点 

⑷ 設置技術者が、当該工事に係る建設業について、その他の技術者である場合 １

点 

（設置技術者実績点の算定方法） 

第１３条 設置技術者実績点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める点数とする。 

⑴ 設置技術者が同種工事に監理技術者として従事した実績を有する場合 ３点 

⑵ 設置技術者が同種工事に監理技術者を補佐する者として従事した実績を有する

場合（前号の場合を除く。） ２．５点 

⑶ 設置技術者が同種工事に主任技術者として従事した実績を有する場合（前２号

の場合を除く。） ２点 

⑷ 設置技術者が前３号に規定する実績を有しない場合 ０点 

（営業拠点所在地点の算定方法） 

第１４条 営業拠点所在地点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める点数とする。 

⑴ 当該工事の施行場所と同一の市区町村内（当該工事の施行場所が東京都の区域

外の場合にあっては、当該工事の施行場所と同一の道府県内。以下同じ。）に本

店又は主たる営業所若しくは事務所（墨田区と契約する営業所として墨田区にお

ける建設工事等競争入札参加資格の申請を行い、当該申請に基づき入札参加資格

を得ている場合における当該営業所を含む。以下「本店等」という。）を有する



 

場合 ２点 

⑵ 当該工事の施行場所と同一の市区町村内に本店等を有しない場合 ０点 

（災害協定点の算定方法） 

第１５条 災害協定点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点

数とする。 

⑴ 墨田区と災害時の協力等に関する協定を締結している場合（これらの協定を締

結する団体の構成員である場合を含む。） ２点 

⑵ 墨田区と災害時の協力等に関する協定を締結していない場合（これらの協定を

締結する団体の構成員である場合を除く。） ０点 

（地域団体加入点の算定方法） 

第１６条 地域団体加入点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る点数とする。 

⑴ 墨田区内の町会又は自治会に加入している場合 １点 

⑵ 墨田区内の町会又は自治会に加入していない場合 ０点 

付 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

２ 墨田区施工能力審査型総合評価方式試行に関する要綱（平成２１年２月２日２０

墨総契第８２２号）は、廃止する。 

付 則 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から適用する。 

２ この要綱による改正後の第３条、第５条、第１５条第１号及び別表の規定は、こ

の要綱の適用の日以後に公告等をする競争入札について適用し、同日前に公告等を

した競争入札については、なお従前の例による。 

付 則 

１ この要綱は、令和３年８月１２日から適用する。 

２ この要綱による改正後の第１１条から第１３条までの規定は、この要綱の適用の

日以後に公告等をする競争入札について適用し、同日前に公告等をした競争入札に



 

ついては、なお従前の例による。 

別表 

工事成績点の平均 工事成績評価点 

５０点未満 ０ 

５０点以上５５点未満 １ 

５５点以上６０点未満 ２ 

６０点以上６２．５点未満 ３ 

６２．５点以上６５点未満 ４ 

６５点以上６６点未満 ５ 

６６点以上６７点未満 ６ 

６７点以上６８点未満 ７ 

６８点以上６９点未満 ８ 

６９点以上７０点未満 ９ 

７０点以上７１点未満 １０ 

７１点以上７２点未満 １１ 

７２点以上７３点未満 １２ 

７３点以上７４点未満 １３ 

７４点以上７５点未満 １４ 

７５点以上７７．５点未満 １５ 

７７．５点以上８０点未満 １６ 

８０点以上 １７ 

 


